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 午後１時３０分 開会 

会長  時間となりました。事務局お願いいたします。 

 

事務局  定刻となりましたので、始めさせていただきます。会長、よ

ろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは、令和６年度第１回在宅医療・介護連携推進協議会を

開催いたします。事務局より事務連絡をお願いいたします。 

 

事務局  事務連絡をいたします。 

 初めに、本日の出席状況のご報告です。現委員数12名に対

し、出席11名、よって、この協議会は成立していることをご報

告いたします。 

 本日議事は報告事項10件です。資料につきましては、事前に

お送りした協議会次第、第１回在宅医療・介護連携推進協議会

資料、ホチキス留め中とじのものですが添付資料５、令和６年

度保健医療部新旧組織図、北多摩西部保健医療圏域内医療機関

連携窓口情報2024年４月版と、本日机上に高齢者福祉介護計画

の分厚い冊子、医療・介護フェスの関連資料、委員・オブザー

バー名簿と、広報たちかわ４月25日号に同封しております「介

護保険のお知らせ」を配布させていただいております。不足等

ございましたら、職員のほうへお知らせください。連絡事項は

以上です。 

 

会長  ありがとうございました。議事に入る前に、今回から新たに

委員に加わりましたＡ委員のほうから一言よろしくお願いいた

します。 

 

Ａ委員  多摩立川保健所の市町村連携課課長、Ａと申します。 

 この４月から各市と保健所の連携強化ということで設置された

新しい課となります。立川市の皆さんとも連携して、ぜひ地域保

健医療を推進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。今年度から広域保健所といわれてい
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る区部ではなくて多摩地域の保健所は今、多摩立川大きいので

６市、確か扱っているんですけれども、今回の担当のＡ委員が

課長で、その下に係長がいて、その方々がそれぞれ立川市であ

ったり国立市であったりの個別担当ということで、直接にお話

ができるというルートができるということで、例えば区部だっ

たら、新宿区は新宿区役所、区保健所が直接話ができたのが、

今までは広域保健所ですと、例えば立川のほうを向いている人

もいれば、国立のほうを向いている人もいたり、東京都のほう

を向いている人がいっぱいいたんで、それが今回、各市に担当

が決まったという形で、いろいろ行政も含めて協力できてくる

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、議事に入りたいと思います。事務局からお願いいたし

ます。 

 

事務局  まず初めに、令和６年度から新たに着任いたしました福祉部

長よりごあいさつを申し上げます。 

 

福祉部長  皆さまこんにちは。私、４月１日付で福祉部長に着任いたしま

したＢと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 後ほど出てまいりますけれども、立川市、令和６年度から組織

変更がございまして、今まで福祉保健部が保健医療担当部という

ことになっておりましたが、その福祉部と保健医療部ということ

で一部分けるような組織改正となっております。ただ、中身とい

たしましては、やはり福祉部と両部連携して、今までどおり取り

組ませていただきたいと思ってございますので、引き続きどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございました。 

 

事務局 

 

 

 

 今年度４月より組織体制に変更がございましたので、簡単にご

説明いたします。資料１別紙、保健医療部新旧組織図をご覧くだ

さい。Ａ４横の資料になります。 

 本協議会におきましては、引き続き高齢福祉課が主管となりま

すが、従前の担当課でありました介護予防推進係から、新設され

ました認知症対策係に担当が変更いたします。 
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 介護予防推進係については、介護予防生活支援関連事業、一般

介護予防の総合事業と生活支援体制整備事業を担当し、認知症対

策係については、在宅医療介護連携推進事業と認知症施策推進事

業を担当いたしますが、担当職員は昨年度と変更はございませ

ん。 

 また、昨年度に本協議会でも報告事項として取り上げました高

齢者の保険事業と介護予防の一体的実施を実施することから保険

年金課に高齢者保険事業担当係が新設されました。 

 いずれの新設部署につきましても、今年度新たな取り組みを予

定していることから、本協議会でも事業の進捗等について、随時

ご報告をいたします。 

 続きまして、報告事項①、②について、ご報告いたします。ホ

チキス留めの令和６年度第１回協議会資料の１ページ目、報告事

項①、令和６年度在宅医療・介護連携推進協議会スケジュール・

内容予定（案）でございます。 

 第１回の開催は本日の５月10日で、第２回以降の日程につきま

しては、資料のとおりとなります。今回は年度が替わり、第１回

ということで、昨年度の実施事業の年次報告、第９次高齢者福祉

計画・第９期介護保険事業計画、５月26日に開催されます医療・

介護フェスを中心にご協議をいただきます。 

 第２回では、昨年度に認知症基本法が施行されたことに伴う認

知症施策推進事業について、第３回では、認知症施策の進捗、令

和７年度の在宅医療・介護連携推進事業実施事業について、第４

回では、認知症地域支援推進員の新規配置、高齢者の保険事業と

介護予防の一体的実施、高齢者福祉介護計画の進捗状況につい

て、報告ならびに協議をいただくことを予定しております。 

 また、時点での在宅医療、介護連携推進事業実施における課題

の協議につきましては、全回共通で議事内容として、必要に応じ

て協議いただく想定でおりますので、委員の皆さまにおかれまし

ては、今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告事項の②、第９次高齢者福祉計画・第９期介

護保険計画についてでございます。協議会資料の２ページをご覧

ください。 

 第９次・第９期計画については、本協議会でも昨年度ご協議を

いただいたところでございますが、令和６年３月議会の承認をも
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って、正式に今年度の４月から計画期間が開始いたしました。計

画全体の主なポイント等について、高齢福祉課長よりご説明いた

します。 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私のほうから説明をさせていただきます。今、お手元に冊子が

あるかと思いますが、こちらをお手に取りながら聞いていただけ

ればと、分厚い冊子が１冊配られていると思うんですけれども。 

 まず、66ページを開いていただきたいのですが、こちらに生活

の基本理念、基本目標ということで、基本理念が書かれておりま

して、「個人の尊厳を大切にし、人と人がつながり、住み慣れた

立川で、その人らしい生活ができるまちづくり」というような基

本理念を掲げて今回の策定をしております。 

 続きまして、70ページを開いていただきたいんですけれども、

こちらに基本目標の１～４ですね。こちらに載っているのです

が、この中で特に今年度の計画で力を入れていきたいというとこ

ろが０次予防の推進というところ、70ページの下の図にありま

す。よく聞くかどうかは分からないんですが、１次予防が個人で

健康に気を付けたりというところで、２次予防というのは健診を

受けたり、３次予防はリハビリなどですけれども、こういった一

般的な概念に加えて、０次予防を推進していくと考えているんで

すが、０次予防につきましては、77ページをお開きいただきたい

のですが、無意識のうちに健康行動ができる地域づくりというこ

とです。 

 例えばここに、例では図書館に行ったら知り合いが増えたとい

うふうに書いてあるんですが、図書館で知り合いができることに

よって、そこに外出する機会ができて、それが例えば習慣付いて

毎週行くということになると、知らないうちに、歩いているうち

に健康につながったり、また、出歩くことによって孤立を防ぐと

いうことになると。孤立というのは認知症発症の大きなリスクの

１つではありますので、そういったことも知らず知らず防止でき

るような、そういったことを、どういうことがそういうことにな

るかというのを皆さん、市民の方も含めて考えて、それは取り組

めるような仕組み、そういうのを整えたいと考えております。 

 次、98ページを開いていただきたいのですが、今年度から、こ

れまで認知症地域支援推進員というのは６圏域中３人配置されて
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いたところなんですけれども、今年度予算のほうが取れまして、

それぞれの圏域に６人ですね。１人ずつの配置を目指していく計

画となっておりまして、その推進なんですけれども、在宅医療・

介護相談窓口も兼務している関係で、今後も充実させていくと、

必然的に在宅医療・介護連携に関する窓口のほうも充実していく

ということになりますので、なかなか人材を探すのは難しいとこ

ろではありますが、できるだけ早い時期に配置ができるように取

り組んでいきたいと考えております。 

 続きまして、107ページは、今後、先ほどお話がありました組織

改正があった関係もあるんですけれども、認知症、昨年、あと認

知症基本法が成立されたということもありまして、今後認知症に

対する取り組みを一段と強化していかなきゃいけないというとこ

ろもありまして、今年度からチームオレンジですね。地域で認知

症の方を支える体制整備、体制づくりを今年度から開始する予定

となっております。 

 次が、131ページです。今年度の新規事業としまして、補聴器購

入費の助成事業のほうを今年度開始する予定となっております。

補聴器を購入した費用の一部を助成していくというものになって

おります。聞こえに関しては、ひきこもりとか、外出を控えるよ

うな原因の、聞こえないことによってそういったことが起こり得

る可能性が高いというところで、そういった部分から高齢者の地

域での孤立を防いでいこうというふうな取り組みとなっておりま

す。 

 最後に、137ページです。これは介護人材の不足ということでい

われて、だいぶたってはいるとは思うんですが、引き続き、これ

までは介護職員の研修費用の助成のほうをさせていただいている

ところなんですけれども、それを充実させて、介護人材の確保に

取り組んでいきたいと考えています。第９期計画では、以上のよ

うなことを取り組んでいきたいと考えております。 

 私からの説明は、以上です。 

 

事務局 

 

 

 

 本協議会のメインでございます在宅医療・介護連携推進事業

については、基本目標の１－10、計画冊子の96～100ページ、認

知症対策については、101ページ～107ページが該当の部分とな

ります。 
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  また今、最後にお話ありましたが、介護人材の確保につきま

しては、後ほど議題として出てきます医療・介護フェス等のイ

ベントにも関係することでもございます。積極的に進めていく

ということで、今回取り上げております。 

 以前から取り組んでいる事業につきましては、継続実施をす

るとともに、時世の変化や本協議会の意見を基に課題の抽出や

事業のレベルアップを図り、事業の取り組みを強化してまいり

ます。 

 報告①、②につきましては、以上でございます。 

 

会長  ありがとうございました。報告２件について、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

 委員の方からは特にございませんかね。 

 すごい立派な冊子を作りましたね。立川市はお金があるんだ

なと思って、すごいなと思って。今回の医療保険、介護保険、

障害保険の改定の中で認知症のサポートということがはっきり

書かれております。さらには、認知症に関わる介護に関しても

加点がかなりなっているんですけれども、地域包括ケアの中に

今回認知症だけじゃなくて精神疾患も入ってきたんですよね。

それによって、かなり実はハードルが上がっているんじゃない

かなと思って。 

 どういうことかというと、今回日曜日に精神保健・訪問看護

の件で、かなり問題がある過剰請求ということが出ていたんで

すけれども、立川には関連するところはないんですけれども、

実は医療機関と訪問看護と薬局が関わってる精神の方が、１か

月半以上、ただ訪問している実績をそれぞれ挙げていて、実は

亡くなっている孤独死という事例もありました。それを考えた

時に、その３医療機関というか、医療機関、訪問看護、さらに

は薬局に関しては、猛省をしてもらうべきだと思いますし、そ

こを紹介した病院もケアマネジャーも何をやっているのかなと

思います。 

 今後に関しては、これらを報告事例として、東京都あるいは

国のほうに報告する義務がわれわれはありますので、そこで直

接の指導があると思いますので、立川市としてもそういう不徳

の致す事業所に関しては、きちんとした指導、特にその辺は介
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護保険が絡んでいますので、注意深く見ておいていただきたい

と。 

 特に最近は、ケアマネジャーの質というものが多々言われて

いますので、そこに関しては、多分ファーストコンタクトがケ

アマネジャーになることが多いと思います。そこでしっかりバ

イアスをかけていかないと、そういうことが起こるという事件

になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 私からは、以上ですが、今回この冊子いかがですか、Ｃ委

員。全部読むのは多いですね。 

 

Ｃ委員  すごいと思います。全部読み切れません。 

 

会長  だそうですよ。読み切れる、例えば簡単なもの、要項をまと

めたようなものを手法、あるいはこういう形で配ることも一つ

は必要なんじゃないかなとは思います。 

 どうですか、Ｄ委員。 

 

Ｄ委員  とてもいいことが書いてあって、この０次予防っていうんで

すか、自分主義なんて書いてあって、本当に最近気のせいじゃ

ないレベルで私の世代、60代の特に男性の方々にさまざまな病

気で倒れる人が相次いでいて、やはりこれって自分の意識が必

要なので、こういうことを本当に、女性のほうが意識高い系の

人が多いと思うんですけれども、健康活動進めていただきたい

なと思います。これ、読む人、恐らく男の人でどれだけいるの

かなと、する気もちょっとやや疑問に思うんですけれども。 

 

会長  女性のほうが読んでくれますよね。 

 

Ｄ委員  読みますね。 

 

会長  ありがとうございます。 

 事務局お願いいたします。 

 

事務局 

 

 ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項の③～⑦につきましては、令和５年度実
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施事業の年次報告となりますので、一括してご報告いたします。 

 報告事項の③、令和５年度医療と介護の連携強化に関する多職

種研修事業についてです。資料の３ページをご覧ください。 

 高齢者を支える医療職および介護職が互いの制度や知識を理解

するとともに、それぞれの課題について共通認識を深め、医療・

介護が連携したサービスがスムーズに行えることを目的に、毎年

実施している多職種研修におきまして、令和５年度は全６回開催

いたしました。 

 第１回は、新型コロナウイルス感染症が２類相当から５類へ移

行することによって、５月１日にオンラインで開催し、延べ221人

の方が参加されました。 

 第２回は、立川在宅ケアクリニック理事長の井尾和雄先生、第

３回は、院長の荘司輝昭先生、第４回は、看護師長の仲山弘美先

生による講義を中心とした３回連続の講座で開催いたしました。 

 第５回は、医療と訪問介護の連携をテーマに、荘司輝昭先生に

よる講義の後、参加者による個別ワークを実施し、普段から訪問

介護サービスを提供する上での疑問点や講義を受けて感じたこと

など各グループから発表があり、発表に対しては、荘司輝昭先生

からの解説や疑問点に対するアドバイス等をいただきました。 

 第６回は、３月13日に医療・介護・障害のトリプル改定につい

てをテーマに開催いたしました。また、研修開催に合わせてオー

プンディスカッション形式で医療・介護保険についての概要説明

および出展企画の発表、意見交換等を実施しました。医療・介護

フェスについては、後ほど報告事項でもご報告いたしますが、当

日は定員60名の会場に60名の参加となり、盛況での開催となりま

した。 

 続きまして、報告事項の④、令和５年度市民フォーラムについ

てです。資料の８ページをご覧ください。 

 令和６年３月23日土曜日、立川市女性総合センター「アイム」

１階のホールにて開催いたしました。第１部では、映画『ピア～

まちをつなぐもの』の上映、第２部では、「家庭で人生の最期を

過ごすということ」をテーマに、立川在宅ケアクリニック院長の

荘司輝昭先生、仲山弘美看護師長、患者ご家族代表として小田部

薫様に登壇いただき、座談会を開催いたしました。 

 映画上映や座談会では、ご家族を看とった貴重な経験や荘司先
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生、仲山看護師からのお話で会場は時折笑いもあり、涙あり、座

談会後には会場から質問が出るなど盛り上がりを見せ、参加者の

方からも好評でございました。 

 続いて、報告事項の⑤、立川市出張暮らしの保健室についてで

す。当初は12回の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の５類移行を受けて、依頼が昨年度よりも増加し、急

遽２回の開催を追加して、令和５年度は14回の開催となりまし

た。 

 令和５年度は、従来の自治会の老人会など地域の団体からの依

頼に加え、第13回、14回の開催では、地域の多機能拠点として展

開されている全部型地域福祉アンテナショップでも開催し、地域

福祉コーディネーターとの連携により、高齢者だけではない多世

代を対象とした展開も広がっております。 

 令和６年度につきましては、既に第３回までの予定が決まって

おり、２回増の全16回の開催で予算措置を行っております。 

 続きまして、報告事項の⑥、立川市かかりつけ医等によるもの

忘れ相談事業についてです。資料の12ページをご覧ください。 

 令和５年度の実績としては２件となっており、広報等で周知を

すると、問い合わせ自体は毎回寄せられるものの、実際の利用に

は至っていない現状がございます。そのため、令和６年度には、

これまで65歳以上を対象としていた本事業の対象者の見直しを図

り、若年性認知症を対象に追加するとともに、認知症の早期発見

につながるよう改正を行う予定でございます。 

 報告事項の⑦、認知症初期集中支援チーム事業・アウトリーチ

チーム事業についてです。実績数値につきましては資料のほうを

ご覧いただきまして、令和６年度は、これまで北・中・南と３エ

リアに配置されていた認知症地域支援推進員を６日常生活圏域に

配置する予定としており、増配に伴い、認知症初期集中支援チー

ムの見直しを行うこととなります。 

 また、アウトリーチチーム事業につきましては、認知症疾患医

療センターと連携し、引き続き認知症の早期介入、早期受診につ

なげてまいります。 

 長くなりましたが、報告③～⑦については、以上でございま

す。 
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会長 

 

 ありがとうございました。今年度は私、なるべく話さないで周

りに振りたいと思いますので、ご協力お願いいたします。 

 

事務局  はい。 

 

会長  今までの報告を受けまして、立川市、特に出張暮らしの保健

室ですね。どうですか、これ、これだけ、Ｅ委員、かなりやっ

ていらっしゃって何か気にするところあれば。 

 

Ｅ委員  ありがとうございます。いつもご協力いただきまして、この

場をお借りして、お礼申し上げます。 

 昨年度は14回、これも２回も追加していただいてというとこ

ろで14回開催できました。昨年度の特徴といったところとして

は、昨年度のこの協議会の場で、次のステップはと、会長から

声をかけていただき、いろんな多職種というところでリハビリ

の職員、理学療法士であったりだとか、それから管理栄養士へ

の出演依頼、これは開催されるところからの依頼で、こういう

いろんな職種の人たちに来てもらって話が聞きたいというお声

が上がったのが、昨年度少し特徴があったかなと思ってます。 

 ただ、これは出張暮らしの保健室で、また、身近な相談窓口

というところの機能を兼ね備えている、そちらが本当はメイン

と思っているんですが、なかなかその部分がまだまだ機能し切

れていないかなというところはありますけれども、回数を重ね

る中で、地域の中に認識していっていただけるように、今後も

続けていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

会長  ありがとうございました。 

 地域に今、もう少しコラボすればいいのかなと思って、介

護、その辺どうですか。 

 

Ｆ委員  ありがとうございます。そうですね。ヘルパーからするとまだ

まだ医療っていうのは、少し意識的にちょっと遠い存在というよ

うな意識の方が結構多いんですけれども。というのは、基本のサ

ービスの中で、例えば認知症の方であったり、疾患抱えている
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方、どうしても越えられないというか、ヘルパーさん悩んでいる

ところを医療のそういった、看護師からのアドバイスだったりと

か、そういうことでサービス、次のステップに乗り越えたりと

か、また、逆にヘルパーさんが日頃利用者さんを見る中で、ちょ

っとした気付きみたいなことを伝えることで、またそれが利用者

さんにいい状態につながるというような、何かそういった、ヘル

パーさんにも少しそういったところに積極的に関わっていただい

て、それで日頃の介護にもうちょっと張りが出るような、そうい

ったうまい具合でいい関係が取れればいいかなと思っておりま

す。 

 

会長  サポートしてくださっているＧ委員、その辺どうでしょう

か。 

 

Ｇ委員  この活動は、2018年から始まって途中でコロナを経て、７年

の長きに亘って継続されています。始まりがＨ委員とＥ委員

と、あと、社会福祉協議会のＩさんがコアになって始まりまし

たので、今でも地域包括支援センターの方々、特に地域福祉コ

ーディネーターの人たちに実施先の選定や事務連絡など多岐に

わたって協力いただくことで継続しています。日頃の仕事でお

忙しい中、ボランティアに近いこの活動へのご尽力に市民とし

て頭が下がります。 

 薬剤師さんが毎回参加してくださると言う大きな特徴もあり

ます。一方で、薬剤師、看護師の専門職が最初のレクチャーで

話しすぎないで、レクチャーテーマで参加者とディスカッショ

ン出来たり、質問が多く出るような工夫をして、参加者の参画

意欲を引き出すという秋山正子さんが言っている保健室の基本

の構成を高めることが大事だと思います。０次予防は立川市が

力を入れているテーマでもあるので０次予防の具体的な一つの

ツールとして使えるのではないかと思っております。引き続

き、包括支援センターの皆さんに協力をいただいて、しっかり

やっていければと思っております。 

 今年の予算をいただいた16回というのは、当初から訪問看護

連絡会の参加23事業所が１年間に最大でも２回ぐらいという参

加限度に近い回数まで来ているので運営も効率的に行っていく
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必要が出ていると思います。以上です。 

 

会長  Ｊ委員、いかがでしょうか。 

 

Ｊ委員 

 

 

 

 

 ありがとうございます。地域包括支援センターのＪです。 

 私は今のＤ委員の話から、ちょうど地域福祉コーディネータ

ーの時に、最初の頃ですね、やらせていただいて本当ありがと

うございました。 

 その頃のことを想像すると、やはり市民の皆さんからする

と、病院の診察室であったりとか、例えば薬局でさえも、もし

かするとハードルが高くて、なかなか相談に行けない中、やは

りそういう身近な場所でちょっと会話の中から、「実は」と

か、隣の人がしゃべっているのを聞いて、「私も実はそうな

の」というような会話がされていたのを非常に印象深く思って

います。 

 そういう意味では、先ほどの相談を気軽に受けていく、ハー

ドルを下げていろんな場所で受けられるという、１か所に総合

的な窓口をつくるというよりは、やはりそういう身近な場所で

いろんな多職種の方が市民の方の相談を受けられるという体制

は、今後の計画も含めて非常に重要になってくるものだなと思

っています。 

 これからもぜひ地域包括支援センターはじめ、社会福祉協議

会の地域福祉コーディネーターのほうもご一緒にさせていただ

けたらと思っております。よろしくお願いします。 

 

会長  ありがとうございます。 

 次に認知症サポートに関してなんですけれども、非常にこれ、

今回Ｋ整形外科病院と各先生のところにお願い、Ｋ整形外科病院

は東村山市のところだと思うので、骨折に伴ってのかなと思うん

ですけれども、最近話題になっているのは、65歳以上って何人に

１人が認知症だっけ。 

 

Ｈ委員  ５人に１人。 

 

会長  僕らの世代なんですけれども。５人に１人が認知症といわれ
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ている時代、特に認知症サポート医がファーストコンタクトす

るのではなくて、かかりつけ医の先生たちが実はファーストコ

ンタクトしてくれないとつながらない。 

 どういうことかというと、実はちょっとこの間学会で話題に

なったのが、認知症だとみんなが言っていた人が、前立腺肥大

で夜間頻尿を治したら認知機能が戻ったという。実はよくある

話なんだよね。 

 やっぱり夜間頻尿で断眠になることによって認知機能が落ち

ていく。でも、それが改善することによって、ちょっとした眠

剤と前立腺肥大のお薬でということがありました。事例として

は非常に適切な治療をしたからということだと思うんですけれ

ども、そこまで皆さんが知っておいてほしいと思う。 

 あともう一つ、さっき言った精神在宅訪問看護のところは、認

知症サポート医であればいいんですけれども、その研修を少し受

けた先生が認知症と付けた患者さんに過剰往診をしていたとい

う、訪問看護をしていたという事例が結構東京都ではあるという

ことの報告がありましたので、そこら辺はやっぱり専門のセンタ

ーが、そのサポートをお願いしたいと思うんですけれども、基本

的にはファーストコンタクトはこれ、開業医の先生のところに行

っているのかな。 

 

事務局  立川市医師会委託事業になりますので、ここで受託していただ

いている医療機関にお願いをしているところなんですが、ただ、

年間に件数があまり多くないということで、実際に名簿に載って

いるクリニックに行ってみたら、「立川市のもの忘れ相談で」と

言って、「何ですか、それ」みたいなことがたまにあったりしま

すので、昨年度ポスターですとか作成しまして、掲示をお願いし

ているところではございます。 

 やはり件数があまり少ないと認知度が上がっていかないという

ところがありますので、そこをどうやって増やしていくかってい

うところで、今年度対象の拡大と周知の仕方を変更していこうと

いうことがあります。初期集中・アウトリーチも含めて、いろい

ろ先生も事情もあると思いますが、合同会議では、もっと普段か

らの相談をしてもらっても構わないんじゃないかというご意見も

頂いております。どういった形でやるかは別として、懇談会形式
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とかいろいろ考えられますので、そこは６年度以降、サポート医

の先生方ともご相談して、新しい形を取っていければと思ってい

ます。 

 

会長 

 

 

 

 ありがとうございました。特にファーストコンタクトがありそ

うなＬ委員、どうですか。ハードルは高い？ 利用者、医療機関

に伝わるのは。 

 

Ｌ委員  利用者さんもそうですし、ご家族もそうなんですけれども、や

っぱりまだ認知症というレッテルを貼られてしまうということに

すごく警戒感を持っている方は多いと思うんですね。 

 ０次予防というところにやっぱりもの忘れに気付けるような、

何ていうんですか、認知症になっちゃうと、私も自分の利用者さ

んだったり、家族だったりがこういう状況になった時に、果たし

て、そういったところに相談に行けるかなとか、勧められるかな

というと、やっぱり認知症という言葉だけで一歩やっぱり踏みと

どまってしまうというところがあるので、どういうきっかけが必

要かなというのは常に考えるんです。 

 ０次予防という意味で、認知症は誰でもなり得るものである

し、さっき会長もおっしゃっていましたけれども、やっぱり認知

症だと思い込まれていたら実は内部疾患で、治ったらすっきりし

ちゃったとかという方って、やっぱり私も現場にいて、自分も思

い込んで接しているんだなと思ったりもするので、そこは私たち

も含めて、もう少し認知症ではない言葉で何かつなげていけたら

いいのかなというふうには思うんですけれども、報告事項の⑦を

拝見していて、会議であったり、懇談会がこんなにないんだなと

いうのをすごく思いまして、私たちも求めていなかったんじゃな

いかなというのも思っているので、そのあたりは地域に行っても

う少し求めていくというのも大事なのかなというふうには思いま

した。 

 

会長  ありがとうございます。ぜひ行政のほうに今の意見、非常に

いいと思うのですので、入れていただければなと思います。 

 では、次に報告事項⑧、⑨についてお願いいたします。 
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事務局 

 

 報告事項の⑧、⑨をご報告いたします。 

 報告事項の⑧、広報たちかわ令和６年４月25日号「介護保険

のお知らせ」についてです。本日机上に配布しておりますタイ

トルのところがオレンジ色になっています記事になります。 

 毎年４月25日号の広報たちかわと同封で全戸配布しておりま

す「介護保険のお知らせ」についてですが、今年度は３カ年の

高齢者福祉介護計画の初年度ということを受け、１面は計画の

概要を掲載しており、2040年を見据えた地域包括ケアシステム

の取り組みとして、基本目標の紹介をしております。 

 ２面以降は、令和６年度中に開始する新規事業として、補聴

器購入費助成事業、高齢者見守りシール事業の紹介や、令和６

年度の介護保険制度の改正事項、介護保険料等の新規基準を掲

載しております。 

 続きまして、報告事項の⑨、北多摩西部保健医療圏域内医療

機関連携窓口情報についてです。こちらも別紙、冊子の資料に

なります。 

 令和２年８月に調査を実施した北多摩西部保健医療圏域内医

療機関連携窓口情報について、認知症地域支援推進員が兼務し

ております在宅医療・介護連携窓口担当が毎年情報更新を行っ

ており、2024年４月版が完成したことからご報告をいたしま

す。 

 調査につきましては、立川市高齢者福祉介護計画の基本目

標、「住み慣れた地域で最期まで暮らせるまち」を目指して、

医療関係者と介護関係者の間で情報共有を図ることを目的に情

報の更新を行っており、入院施設を持つ近隣医療機関と介護保

険のケアマネジメントに必要な各種手続きを行う際の担当窓口

や連絡方法などを取りまとめております。 

 なお、本資料につきましては、関係者間での連絡窓口を掲載

したものであり、資料の取り扱いにつきましては、関係者限り

とさせていただいておりますので、ご承知おきください。 

 報告事項⑧、⑨についは、以上でございます。 

 

会長 

 

 

 ありがとうございました。今回、この「介護保険のお知ら

せ」、実は裏側が非常によくまとまっているなと思います。こ

ういう実は、医療も介護も無料ではないんです。ただではない
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んですよ。そこに含めてお金をきちんと書いてあるということ

は、ベースとして非常に正しいものでありますし、逆にこれ以

外の費用が実はかかっているところというのは、いろいろきち

んとそれは利用者さんにわれわれのほうから説明しなければい

けないので、こういうものを取り組みとしては非常にいいと思

います。 

 あとは、報告事項はこんなものですかね。ご意見がなけれ

ば、10番のほうに移りたいと思います。 

 

事務局  それでは、報告事項の⑩、医療・介護フェスについてご説明

します。 

 令和６年５月26日日曜日に開催いたします医療・介護フェス

につきまして、委員の皆様にはご尽力いただき、お礼申し上げ

ます。 

 本日時点で道路使用許可申請や保健所への食品を取り扱う臨

時出展等について、あらかた確定いたしました。各ブースの出

展内容については、現在も調整を行っているところではござい

ますが、会場全体イメージについては、本日配布の出展配置

図、Ａ４横の資料の中でカラーでお配りしている資料になりま

すが、こちらをご確認ください。 

 また、会場中央のメインステージでは、テーマ別の周知啓発

の発表を行う予定でございまして、既に４月の15日と26日に実

行委員会を開催して、企画の検討を進めております。 

 次回５月17日の第３回実行委員会で企画内容の確定をする予

定でございます。発表のテーマとしましては、認知症につい

て、災害・福祉避難所について、高齢者についての３つを予定

しており、テーマ１の認知症については、認知症疾患医療セン

ターである立川病院と訪問看護連絡会からの発表と、認知症地

域支援推進員と認知症ご本人による座談会。 

 テーマ２の災害・福祉避難所については、災害医療センター

から能登地震での活動を基に「能登地震・福祉避難所につい

て」、立川市歯科医師会から「災害時のオーラルフレイル・誤

嚥（ごえん）性肺炎について」、訪問看護連絡会から「災害時

に活きる体操」の紹介、訪問介護事業所連絡会からは「在宅避

難について」。 
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 テーマ３の「高齢者について」では、トヨタドライビングス

クールから、高齢者の運転について、立川警察署から、高齢者

をねらった特殊詐欺の事例や傾向について、主任介護支援専門

員連絡会から介護保険サービスの福祉用具の紹介等を行う予定

でございます。 

 会場の準備につきましては、前日の25日土曜日にイベント業

者によるセット設定等を行い、出展者の皆さまの準備について

は、当日26日の午前７時ごろからを予定しております。 

 会場のサンサンロードは国営昭和記念公園やＧＲＥＥＮ Ｓ

ＰＲＩＮＧＳへの通り道となっていることから、休日は多くの

通行者でにぎわっており、医療・介護の普及啓発について興味

を持っていただく絶好の機会となっております。本イベントを

通じて、普段は医療・介護に関心のない年齢層にも足を止めて

いただくため、スタンプラリーや各種体験ブースなどの企画も

多数予定しておりますので、委員の皆さま方におかれまして

も、積極的な周知にご協力いただけますと幸いです。 

 報告は、以上となります。 

 

会長  ありがとうございます。今回やるのは今日来ている委員の方々

のそれぞれのブースで出していただくんですけれども、まずは、

せっかくですから消防署のＭオブザーバー、どういったブース、

目的も含めていただければいいので。あと、現在の進捗状況含め

て。 

 

Ｍオブザーバ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改めまして皆さんこんにちは。立川消防署の救急技術担当係

長をやっておりますＭと申します。 

 会長からお話ありましたように、消防署のブースの下に、お

話をしたいと思います。救急車の利用適正と、あとは119番の注

意点など、通報時の注意点などの広報を主に展開したいと考え

ています。 

 これは、なぜ、このテーマにしたかといいますと、救急医療

のひっ迫ということで、昨年非常に救急車が到着するのにもの

すごい時間かかって、119番をしても119番を受ける人間が取れ

ないような事態が発生しております。マスコミでも多く取り上

げていただいたんですけれども、それでなかなか119番できない
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ものですから、複数の方が119番をかけて、またその負の連鎖と

いう形が起きてしまっております。 

 119番がかからないのでいったんやめて、もう一度かけ直すと

いうことをすると、また順番が最後尾になってしまうというよ

うな現象が起きてしまっておりますので、１つの電話で粘り強

く119番をかけていただく、もしくは消防署のほうに緊急通報を

知らせていただくということを主に展開したいと考えておりま

す。 

 また、これも、これからの時期、夏の熱中症が、高齢者も含

めて非常にたくさん救助されるような状況ですけれども、今年

の夏もそういった熱中症予防ですとか、救急車を呼ばないよう

なまさしく介護でいうと０次予防と同じだと思うんですけれど

も、そういったように救急車を呼ばない、事故を発生させない

ような展開を考えて、今後展開を検討しております。以上で

す。 

 

会長  ありがとうございました。 

 では、順番に行くと、Ｎ病院のほうで、ＤＭＡＴとか医療支援

のほうはいいんですけれども、ちょっと問題になった、いわゆる

がん支援拠点病院についてのところに関しては、どのようになっ

ているんでしょうか。 

 

Ｏオブザーバ

ー 

 がん拠点病院としてのご紹介に関しては、当院で行われてい

るがん患者支援サポートに関してを、市民の皆さまに知ってい

ただこうということで企画をしています。 

 今、考えているのは、まず多職種でがん患者支援サポートと

いうものを、医師や看護師だけではなく、栄養士、薬剤師、あ

と運営スタッフなど多職種で行っているということの方法と、

あとは実際どんなことをしているのか、がんということで病院

では治療するということは一般的に知られているとは思います

が、治療だけではなく、支援業務であったり、経済的な面であ

ったり、あとは精神面であったり、あとは体に起こるさまざま

な不調に関して、いろんな職種の人が関わってサポートをして

いるということをさせていただけるように、パネルであったり

リーフレットの設置、あとは実際に少しこちらに書かせていた
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だいておりますが、リンパマッサージ体験であるとか、アピア

ランスケアの体験であるとかを通して知っていただこうという

ことで今、企画をしております。 

 

会長  がん拠点病院の紹介はしないということでよろしいですね。 

 

Ｏオブザーバ

ー 

 当院ががん拠点病院であるということに関しては… 

会長  がん拠点病院というのは、加算が取れますので、それの紹介あ

るいは誘導というのは医療法違反なんですよ。 

 

Ｏオブザーバ

ー 

 特にそこは全面的に出すつもりはなく、当院が今、患者支援

サポートとしてやっている内容を出していこうということには

なっております。 

 

会長  診断治療についても、そこの部分で差異があると問題。加点情

報、Ｐ課長、その辺に関してはどうですか。 

 

Ｐ課長  今日Ｑ代理で出ております保健所のＰです。お世話になって

おります。 

 ホームページ上でオープンになっている情報はいいかと思う

んですけれども、ただ、過大的にＰＲとか、その情報を基に患

者さまを誘導するという広告になってしまうと多分ガイドライ

ンに引っかかってしまうので、そこはちょっと気を付けていた

だければと思うんですけれども、そこを抑えながらということ

であればいいかなと思うんですが。 

 

会長  分かりました。そこを、ぜひ気を付けてください。がん拠点

病院としての継続に関わってきますので。 

 

Ｏオブザーバ

ー 

 はい。ありがとうございます。 

 

会長  Ｒ病院に関して、今回認知症のことをやっていただくんです

けれども、ステージでもお願いしているんですが、その辺、進

捗状況よろしいですか。 
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Ｓオブザーバ

ー 

 認知症のほうのテントに関しましては、ＶＲを使った認知症

セルフチェッカーというのを用いて、これで検査をした結果を

お渡しできればいいのかなと思っていまして、そのセルフチェ

ッカーと作業療法士によるリハビリ、認知症の方、高齢者の方

が予防になったりするためのリハビリの環境などを、と考えて

います。 

 ステージのほうに関しましては、認知症とはというところ

と、認知症を気付くためにはどうするかみたいなところだった

りとか、あと、サポート医の話だったりとかをしていけたらな

と思いまして、参加型にしようと思っているので、クイズ形式

にしたりとか、考えています。 

 

会長  セルフチェッカーなどでの結果をプリントしてお渡しすると

いうところで、あとは自分たちで判断してもらうということで

すね。 

 

Ｓオブザーバ

ー 

 そうです。 

 

会長 

 

 

 分かりました。 

 訪問看護連絡会としては、骨密度測定に関してはどのよう

に。 

 

Ｅ委員  ここに挙げた内容と、ここにありますいろいろ体力状況です

とか、そういう身体測定に関しては、他の皆さま方がなさって

いる、重複している部分があるので、今回訪問看護連絡会で

は、そちらのほうは実施しないという方向で今、考えておりま

す。 

 

会長  あと、健康相談・介護相談をどういうふうにやっていくかで

すね。先ほど言ったように、誘導することができないので、相

談には乗って、例えば地域包括支援センターというところが公

的なもので使えますとか、そういうところはいいと思うんです

けれども、その辺をちょっともう一度練り直しをお願いいたし

ます。 
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 歯科医師会のほうは。 

 

Ｔ委員  一応、オーラル、今回の能登半島地震でも結構歯科医師が行

って、それで口腔、災害時で関連死、当然災害による死者が多

いんですけれども、その他関連死、その後、避難所でも、結局

亡くなった方とか数万、そういう原因として、誤嚥性肺炎が多

いっていうふうにいわれておりますので、その予防じゃないで

すけれども、そのためには口腔ケアの必要性と。 

 ただ、その時に歯ブラシを持っているのかと、歯ブラシ持っ

ていなければ、ウェットティッシュあるいはガーゼ、ハンカチ

等で指に巻いて指で磨く方法があるんだとか、あるいは断水し

てしまっている時の予防策とか、そういう点をお話ししようか

なというふうには思っています。 

 その後、オーラルフレイルに対する予防策の口腔への、口腔

体操をどのような方法があるかというのをチラシ等で配布して

もいいかなというふうには思っています。 

 

会長  ありがとうございます。 

 薬剤師会、どうですか。 

 

Ｈ委員  薬剤師会です。まず、ブースのところに関しては、薬局のか

かりつけ機能のところをアピールできるようにしていきたいな

と思っております。 

 ステージ上だったりとか、さまざまな機能のところでクイズ

形式でＱＲコードを読むことで、それで回答できるようにした

りとかして、参加型でできるようにしていきたいということ

と、あと、薬物乱用のところのブースを１つつくって、最近で

はやっぱり大麻だったりとかのところの問題になったりとか、

あと、オーバードーズの問題もあったりとかするので、そこを

２つほど入れられるようにしていきたいなと思っております。 

 あと、お子さんも一緒に参加して、こういうところに来てい

ただけるようにということで、薬局のブースでは、バスボムを

作るようにしたいなと思っています。クエン酸と重曹を混ぜる

だけなので、そんなに大したものではないんですが、参加型で

お子さんも一緒に楽しくできたらいいなと思っていますので、
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ブースとしてはそのような対応をさせていただきたいと思いま

す。 

 あと、ステージのところに関しては、私どもの会員に１人、

昔からの、骨とう品というか、収集している方がいらっしゃっ

て…。 

 

会長  壊されても、保険は認めないよ。 

 

Ｈ委員  それは大丈夫です。昔の例えばマスクとかを持っていたりと

かするので、これってこういうことで変わってきているんだと

いうのをクイズ形式で、簡単にいうと、お宝鑑定団みたいな感

じですね、鑑定をしながらステージでやっていきたいなと思っ

ております。以上です。 

 

会長  ありがとうございました。 

 あと、立川市高齢福祉施設会のほうで焼き芋出すというふう

に書いてあるんですけれども、そこは食品のほうは大丈夫です

か。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 保健所のほうには既に申請を行って許可のほう頂いておりま

して、食べ物系につきましては、今回調整がうまく行かず、販

売のほうはほぼないんですが、高齢者福祉施設会の焼き芋と、

あと、通所サービス事業者連絡会のポップコーンを配布する予

定でございます。 

 あと、プロテインを試飲するというのが合同会社OneSelfがや

りまして、あと、地域ケア会議で普段福祉アンテナショップで

やっている活動の中で、子どもさん向けに駄菓子の販売、10

円、20円、30円、50円の販売をするというところと、その他、

非常食を配布したり、その場で食べるものではないんですが、

飲料を、野菜ジュースだとかスポーツ飲料だとか、そういった

ものをお配りするというブースが他に幾つかございます。 

 

会長  特にその食料品を配布するであったり、栄養補助食品の配布

等について、ごみの処理についてクレームが付かないように、

例えば、この場では召し上がらないでくださいとか、あるいは
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テント内で召し上がってこの袋に入れてくださいというところ

を徹底させないと、次につながらないと思いますので、そこの

ところは各会にやっていただくようによろしくお願いいたしま

す。 

 あとは、市議会がテントの予約をし、友好的なことをやろう

としていますね。 

 また、皆さんが見て、高齢者福祉施設会で、特別養護老人ホ

ームとグループホームの違いだったらいいんですけれども、有

料老人ホームや軽費老人ホームの誘導あっせん紹介はやっぱり

やめていただいたほうがいいんじゃないかなということが、あ

るところからこちらに来ましたので、施設紹介というよりは、

こういうふうな、全部違いがあるということぐらいに抑えてお

かないといけないということ。 

 あともう一つ、葬祭協会の葬儀の選び方の展示案内で、この

選び方展示案内に関して誘導でやらないようなところを少し注

視しなきゃいけないかなと思いますので、事務局含めてぜひ言

っておいてください。 

当日、あとは晴れるのを祈るしかないと思いますが、人数で

すけれども、連休中に見に行った時、サンサンロードすごいい

っぱいだったんです。それで今、概算で立川駅北で１日３～４

万人降りているという話で、その日ＧＲＥＥＮ ＳＰＲＩＮＧ

Ｓと昭和記念公園でもイベントがあるので、取りあえず3,000人

ぐらいかなと踏んでいたんですけれども、その３倍ぐらいはの

ぞきに来るんじゃないかという話で、毛色がちょっと違うくて

もまあいいと思うんですけれども、いろんなことに注意してお

かないと、トラブルが起きて、ごみの処理とかで問題が起きて

くると思いますので、そこはご協力のほう、よろしくお願いい

たします。 

 あとは、実は今回の医療・介護フェスというのが、当初自治

体が主催というのは、どうも健康フェスというのはどこでも東

京都あったんですけれども、こういうふうに医師会であった

り、歯科医師会、薬剤師会が中心となってというのは、非常に

まれだということで、東京都のほうも注視して、どういう形で

やれば、そういうことが市民へ啓発できるかということの一つ

の試金石になるのかなと思ってやりたいと思いますので、皆さ
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んご協力のほう、お願いいたします。 

あと、保健所、何やるんですかということを聞かないといけ

ない。 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 立川保健所です。この一覧表にも書いてあるとおり、基本的

には保健所の事業の周知、いろんな事業の普及啓発になってい

まして、受動喫煙の防止ですとか、かかりつけ医の関係、それ

から食生活改善の関係、ＨＩＶ検査・相談月間、結核、がん対

策事業などについて、ポスターであったり、リーフレットであ

ったり、動画であったりで普及啓発をしていきたいと思いま

す。 

 それから、多摩立川保健所、同じ建物に同じ東京都の立川児

童相談所が入っていまして、こことも連携して、児童相談所の

ほうから里親制度の普及啓発等も併せて同じブースで行いたい

と思っています。 

 

会長  ブース１つで足りますか。 

 

Ａ委員  はい。今、１つの中で計画して。 

 

会長  無理であれば、もう１個ぐらいは大丈夫だと思いますので、言

ってください。 

 

Ａ委員  はい。ありがとうございます。 

 

会長  皆さんのこのチラシは配りません。いわゆる配ると現地ではご

みになっちゃうので。事前に配布等を含めて三師会より支援セン

ターとかを含めては置きますけれども、当日はどこに何のテント

が入っているかというのは、本部とあるいは一番奥のほうに大き

く掲示はしますが、配布物はないようにしておかないと、ごみの

問題が出てきますので、ご協力ください。 

 あとは当日、いろんなもの、皆さんのところでパンフレット等

置くと思うんですけれども、それがもし、駅前とか周りの商業施

設なんかでごみとして多く捨てられると、多分苦情は三師会や立

川市に来ると思いますので、そこら辺はきちんと判断をよろしく
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お願いします。 

 

事務局  ありがとうございます。一応、片付けを終わった後の周辺を含

めて清掃とかごみ拾いに関しては徹底するように、協議会から言

われておりますので、やる前よりきれいにするような勢いで注意

したいと思います。 

 あと、ＰＲについては、特に事前周知についてはお話を頂いて

おりまして、特に医療系のブースにつきましては、ルールがちゃ

んとあるということで、そこはもう遵守していただくようにとい

うことは口頭ではお伝えしております。 

 あと、介護保険系に関しては、事業の紹介等がメインになりま

すが、立川市としてはお願いをしている介護人材の確保というこ

とで、そこでこういった事業、こういったお仕事、ヘルパーさん

やっていますですとか、そういった紹介で、なるべく人材確保に

つながるような取り組みも予定してございます。 

 ただ、一番気を付けないといけないのは、民間企業のところで

過剰な広告はお控えくださいということと、あと、利益誘導につ

ながるような行為は控えていただきたいということで、そこで営

業をかけるとか。企業としてこういうものを高齢者向けに事業展

開していますという紹介はいいんですけれども、そこで営業をか

けたりするのはやめてくださいということは、事前にお伝えして

いるところでございます。また、開催している最中、巡回しなが

ら、これはまずいなというのがあれば、本部のほうでも注意して

見ていきたいと思っております。 

 

会長  では、よろしいでしょうか。何か特にご意見等ございませんで

しょうか。 

 

Ｄ委員  医療・介護フェス、ぜひ伺おうと思って今、スケジュールに

入れたんですけれども、会長のお話伺って難しいものだなと思

ったのは、私の主人は最初、都心の大学病院に通っていて、通

い切れなくなって、立川の病院に移れそうということになった

時に、いろいろ調べてたどり着いたのが、Ｎ病院、選ばせてい

ただいたんですけれども、本当に受けている抗がん剤の治療と

かのレベルというのが全く変わらなかった。 
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 むしろ丁寧にやっていただいたかぐらいで、こんなのだった

らもっと早く立川の病院に来ていればよかったし、もしくは、

第２世代の抗がん剤になったあたりぐらいで立川に、地域のと

ころに来ていればよかったと、どれだけ思ったか知れないんで

す。ですから、こういうのを使って、患者誘導になってはいけ

ないと、そういう考え方もあるんだと思ったんですけれども、

立川で受けられる医療の質やレベルというのが、そこはかとな

く感じられるようなイベントであればいいなと大変思います。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 医療広報に関してはすごい縛りがありまして、いわゆるその

分、例えばさっき言ったがん拠点病院であれば、加算が付いて

あるとか、例えばＲ病院に認知症の加算が付いた、あるいは地

域連携加算をする場合は、必ず地域の医療機関との合同の講習

会を含めて年に、東京都からは助成金を使ったり、医師会から

のもので協力してやらなきゃいけないとか縛りがあるんです

よ。その中でのいろんな加算を取る。 

 それを全部要らないで、やりますよという病院もありますけ

れども、レベルとしては今、本当に先進医療というものは一部

でしかないので、それ以外に関しては、東京であれば基幹病院

であれば、ほぼどんな病気であっても、希少、珍しい病気でな

ければ、ほとんど同じようなレベルでできるんではないかな。 

 特に今、Ｄ委員がおっしゃったように、現役世代がどうして

も区部で仕事をして多摩地区で生活をしている方が、リタイア

した時にどこにかかればいいか。例えば今、そういう悪性のも

のではなくて、高血圧であったり、糖尿病であったり、どうや

って、元気なうちは遊びに行くついでに病院行くんでしょうけ

れども、そうではなくて、いざという時にどういうかかりつけ

医を持つかということは、これからも立川市もしっかりこの中

に、かかりつけ医と、さっきＵ課長が言っていましたので、そ

の辺はどういうふうに病院、あるいはクリニックへのかかり方

というのも、これから啓発していくところだと思います。これ

をきっかけにやっていただければいいと思います。 

 もう一つ、病院の情報というのは、ホームページでかなりい

ろいろ出ています。 
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Ｄ委員  はい、調べました。 

 

会長  それで、例えば昔では出していけなかった病気のどれぐらい

の、手術での成功率ではなくて、５年生存率であるとか、そう

いうこと出してもいいところまで緩くなっていますので、そう

いうのを見ながら判断されてもいいのかなと思います。 

 よろしいでしょうかね。 

 

Ｅ委員  すみません。 

 

会長  どうぞ。 

 

Ｅ委員  ありがとうございます。先ほどの会長のお話で、かなりの人

出が見込まれると、想像よりもきっと多くなるんじゃないだろ

うかと、お天気等にもよるかもしれませんが、ちょっと心配な

のが、お若い年代が多いんだろうとは思っているんですけれど

も、高齢者ですとか、あまり人混みとか、事故防止というか、

人の流れの交通整理じゃないですが、そういうのとかは、それ

ぞれのブースの周辺はブースの人たちがするみたいな感じに思

っていればよろしいんでしょうか。 

 

会長  そうですね。 

 

事務局  一応、警備員、ガードマンの会社に常時２名は巡回していた

だくような形で、あと、メインステージのたましんのところへ

抜ける道、昭和記念公園のところに抜ける道、そこが一番人通

りが多いのと、あと、駅から下ってきて西側、昭和記念公園側

と言ったらいいんですかね、そちらのほうも人通りが多いの

で、重点的に事故のないようにということ、あとは、中で職員

が巡回で回ります。 

 警察からの指導等もあり、あまりはみ出してイベントをやっ

ていると、交通の妨げになりますので、道が狭くなって、自転

車が来てぶつかるとか危険性があります。多少はみ出している

分には問題ないんですが、基本的には一番広いところで６メー

ターぐらい道幅ありますので、そうそう邪魔になるようなこと
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はないと思いますが、歩行者等は気を付けていただくように周

知はしたいと思います。 

 

会長  あとは、イベント保険等含めて、それは事務局のほうで今動い

ていますので。 

 

Ｅ委員  はい。 

 

会長 

 

 

 では、これをもちまして、第１回協議会を終わらせていただき

たいと思います。皆さん、ご苦労さまでした。 

 

  

  

  

  

  

  

 


